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日本商品投資販売業協会 
平成１５年３月３１日時点 

（１）規則の改善状況 

項目番号 旧規則 新規則 コメント 

３－３ 無し。 
 
 

「苦情解決支援機関」として協会内に「苦情
相談室」を設置する予定である。 

理事会での承認を得た上で 
平成１５年５月頃を目標と
して規則を改定したいと考
えている。 

３－８ 無し。 新たに標準処理期間として３カ月を設定し、
３カ月を越えても解決しない場合には、他の
紛争解決支援として、弁護士仲裁センターを
紹介する助言を行う事を考えている。 

同上。 

３－１４ 無し。 ３カ月を越えても解決しない苦情について      
は、他の紛争解決支援機関を紹介する助言     
をする（具体的には弁護士仲裁センター     
への委託）旨の規定を追加する事を考えて     
いる。 

同上。 

３－１６ 無し。 ３カ月を越えても解決しない苦情について
は、他の紛争解決支援機関を紹介する助言を
する（具体的には弁護士仲裁センターへの委
託）旨の規定を追加する事を考えている。 

同上。 

 
（２）運用の改善状況 
 
   （ 該 当 な し ） 


